
【内閣府交付金分（70億円）及び文部科学省計上分】

○国が策定する地域における大学振興・若者雇用創出に関する基本指針
を踏まえ、首長主宰の推進会議（地方公共団体、大学、産業界等で構
成）を組織し、地域の産業振興・専門人材育成等の計画を策定。

○地方公共団体が申請した同計画（概ね10年間）について、国の有識者委員
会の評価を踏まえ、基本指針で定める基準（自立性、地域の優位性等）
により優れたものを認定し、新たな交付金により支援（原則５年間）。

○地方公共団体等が設定したKPIを、国の有識者委員会の評価を踏ま
え毎年度検証し、PDCAサイクルを実践。

○このほか、新たな交付金の対象となる大学においては、文部科学省
計上分（国立大学法人運営費交付金及び私立大学等改革総合支援事
業のうちの25億円分）を内閣府交付金と連動して執行。

【関連事業分】

○上記の関連として、以下の事業を計上。

･地方と東京圏の大学生対流促進事業（3.3億円）

･地方創生インターンシップ事業（0.6億円）

･サテライトキャンパス調査事業（0.1億円） 等

○地方を担う若者が大幅に減少する中、地域の人材への投資を通
じて地域の生産性の向上を目指すことが重要です。

○このため、首長のリーダーシップの下、産官学連携により、地
域の中核的産業の振興や専門人材育成などを行う優れた取組を、
新たな交付金により重点的に支援します。

○これにより、日本全国や世界中から学生が集まるような「キラ
リと光る地方大学づくり」を進めます。

○「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若
者の修学及び就業の促進に関する法律」に基づき、地方大学の
振興、東京の大学の定員抑制、若者の雇用創出の措置を講じ、
地域における若者の修学･就業の促進を強力に進めます。

地方大学・地域産業創生事業
（内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局・地方創生推進室）

３０年度予算額 内閣府及び文部科学省合計 １００億円
内閣府計上分：７５億円（地方大学・地域産業創生交付金２０億円、地方創生推進交付金活用分５０億円、関連事業５億円）
文部科学省計上分：２５億円

事業概要・目的 事業イメージ

○地域の産業振興、専門人材育成等の取組の推進により、地域の生産
性の向上、若者の定着を促進します。

○「キラリと光る地方大学づくり」により、学生の地方大学への進学
が推進され、東京一極集中の是正に寄与します。
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